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省令

番号
項　　　　　目 基準値 検査頻度

省略の可否

及び条件

原 水
40項目

1 一般細菌 100個/m ●
2 大腸菌 検出されないこと ●
38 塩化物イオン 200mg/ ●
46 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 3mg/ ●
47 ｐＨ値 5.8～8.6 ●
48 味 異常でないこと ●
49 臭気 異常でないこと ●
50 色度 5度 ●
51 濁度 2度 ●
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/ ●
21 塩素酸 0.6mg/

22 クロロ酢酸 0.02mg/

23 クロロホルム 0.06mg/

24 ジクロロ酢酸 0.03mg/

25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/

26 臭素酸 0.01mg/

27 総トリハロメエタン 0.1mg/

28 トリクロロ酢酸 0.03mg/

29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/

30 ブロモホルム 0.09mg/

31 ホルムアルデヒド 0.08mg/

9 亜硝酸態窒素 0.04mg/ ●
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/ ●
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/ ●
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/ ●
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/ ●
5 セレン及びその化合物 0.01mg/ ●
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/ ●
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/ ●
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/ ●
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/ ●
39 カルシウム、マグネシウム等 300mg/ ●
40 蒸発残留物 500mg/ ●
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/ ●
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/ ●
45 フェノール類 0.005mg/ ●
6 鉛及びその化合物 0.01mg/ ●
8 六価クロム化合物 0.05mg/ ●
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/ ●
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/ ●
34 鉄及びその化合物 0.3mg/ ●
35 銅及びその化合物 1.0mg/ ●
14 四塩化炭素 0.002mg/ ●
15 １，４－ジオキサン 0.05mg/ ●

17 ジクロロメタン 0.02mg/ ●
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/ ●
19 トリクロロエチレン 0.01mg/ ●
20 ベンゼン 0.01mg/ ●
42 ジェオスミン 0.00001mg/ ●
43 ２－メチルイソボルネオール 0.00001mg/ ●

●

１回／月
藻類の発生が少ないこと

が明らかな期間を除く。

停滞水を水源とする場合は

藻類の発生状況も勘案する。

１回／３ヶ月

水源の水質が
大きく変わるお

それが少ない

場合であって、

過去３年間の

検査結果が全

て基準値の

１／５以下の場

合の検査頻度
⇒１回／年

過去３年間の

検査結果が全
て基準値の

１／１０以下の

場合の検査頻

度
⇒１回／３年

とすることが出

来る。

過去の検査結果

が基準値の
１／２を超えたこ

とがなく、かつ、

原水並びに水源

及びその周辺の
状況から検査す

る必要がないこ

とが明らかな場

合は省略するこ
とができる。

「ホウ素」について

は、原水が海水の

場合は省略できな

い。

「臭素酸」について

は、オゾン処理の

場合及び次亜塩

素酸消毒の場合

は省略できない。

施設の薬品等及

び資機材等の使

用状況も勘案す

る。

地下水を水源とす

る場合は、近傍の

地下水の状況も勘

案する。

上乗せ省略可条件

１回／月

省略不可

連続的に計測

及び記録して

いる場合の検

査頻度
⇒１回／３ヶ月

１回／３ヶ月 省略不可

16
シス－１，２－ジクロロエチレン及び

トランス－１，２－ジクロロエチレン
0.04mg/

専用水道の水質検査項目・基準値・検査頻度

CAT.No.015(04.07)4000

水道法第２０条第３項登録検査機関



※１

※２．項目の詳細は裏面の【専用水道の水質検査項目・基準値・検査頻度】をご覧ください。

※１

水道水

井戸水

延べ床面積が、3000m2

以上の建物ですか？

原水は？

有効水量の合計が、10m3

以上の受水槽ですか？

延べ床面積が、3000m2

以上の建物ですか？

専用水道①
水道法第三十四条

ビル管理法該当施設①
ビル管理法第四条１

簡易専用水道
水道法第三十四条の二

小規模給水施設
小規模給水施設の衛生管理指導要綱

第六､一､(5)

専用水道②
水道法第三十四条

ビル管理法該当施設②
ビル管理法第四条１

飲用井戸等給水施設
飲用井戸等衛生対策要領の実施について

四､(二)､②ア

100人を超える居住者に給水
する施設または、人の飲用、
炊事用、浴用その他人の生活
に供される１日の最大給水量
が、20m3を超える施設です
か？

100人を超える居住者に給水
する施設または、人の飲用、
炊事用、浴用その他人の生活
に供される１日の最大給水量
が、20m3を超える施設です
か？

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ

※１．学校教育法第１条に規定する学校の場合は8000m2以上となります。

専用水道①

●９項目（１回／月）
一般細菌､大腸菌､塩化物イオン､有機物(TOC)､ｐＨ値､臭気､味､色
度､濁度

●２３項目（１回／３ヶ月）
上記９項目＋消毒副生成物12項目(シアン化物イオン及び
塩化シアン、塩素酸､クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブ
ロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモ
クロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃
度の総和）、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホ

ルムアルデヒド）＋亜硝酸態窒素＋硝酸態窒素及び亜硝
酸態窒素

ビル管理法該当施設①

●１６項目（１回／６ヶ月）
省略不可11項目（一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イ
オン、有機物(TOC) 、 pH値、味、臭気、色度、濁度）＋重金属４項目（鉛及びその化合物、亜鉛及
びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物）＋蒸発残留物

●消毒副生成物１２項目（６月～９月の間に１回）
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸､クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメ
タン、臭素酸、総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホ
ルムのそれぞれの濃度の総和）、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデ
ヒド

簡易専用水道
小規模給水施設

●９項目（１回／年）
一般細菌､大腸菌､塩化物イオン､有機物(TOC)､ｐＨ値､臭気､味､色
度､濁度

専用水道②

●専用水道①の項目（検査頻度も同様）

●原水４０項目（６月～９月の間に１回）※２

●水道法全５１項目（１回／年） ※２

●クリプトスポリジウム等の指標菌（１回／３ヶ月）
大腸菌及び嫌気性芽胞菌の定量検査 （※汚染レベル２の場合）

ビル管理法該当施設②

●ビル管理法該当施設①の項目（検査頻度も同様）

●有機化学物質６項目（１回／３年）
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、
テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン

●フェノール類（１回／３年）

●水道法全５０項目※２ （竣工後、給水設備の使用開始前に１回実施）

飲用井戸等給水施設

●１１項目（１回／年）
一般細菌､大腸菌､塩化物イオン､有機物(TOC)､ｐＨ値､臭気､味､色
度､濁度､亜硝酸態窒素､硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

●有機化学物質６項目（１回／年）
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエ
チレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベ
ンゼン

●水道法全５１項目※２ （竣工後、給水設備の使用

開始前に１回実施）ただし、消毒を行っていない場
合は、消毒副生成物を省略できる。


